
理

由

民
法
の
規
定
中
嫡
出
で
な
い
子
の
相
続
分
を
嫡
出
で
あ
る
子
の
相
続
分
の
二
分
の
一
と
す
る
部
分
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の

最
高
裁
判
所
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
部
分
を
削
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。


